
次期障害福祉計画及び障害児福祉計
画の策定に係る国の指針について

令和２年２月１９日（水）
第２回第４次長久手市障がい者基本計画等策定部会資料
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長久手市障害者基本計画等の概要
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１　第４次障がい者基本計画（障害者基本法第１１条第３項）【６年】
　　障害者の状況等を踏まえ、市における障がい施策に関する基本的な計画。

２　第６期障がい福祉計画（障害者総合支援法第８８条）【３年】
　　国の基本的な指針に即して障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の
 円滑な実施を確保することを目的として、作成する計画。

３　第２期障がい児福祉計画（児童福祉法第３３条の２０）【３年】
　　国の基本的な指針に即して障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等
 の円滑な実施に関する計画。

４　成年後見制度利用促進基本計画（成年後見制度の利用の促進に関する法律第23条第１項）
　　成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画。

広域計画を踏まえ、
市の実情に合わせた
施策を追加し、策定。

成年後見制度利用促進基本計画

尾張東部圏域
成年後見制度利用促進計画
（平成31年3月策定）



障害者計画等の法根拠
【障害者計画】
 障害者基本法第11条第3項に基づく、障害者の状況等を踏まえ、市における障がい施策に関する
基本的な計画。
 ＜必須事項＞
 ① 計画の趣旨、基本理念、基本目標等の基本的考え方の明確化
 ② 地域内の障害者施策に関する現状と問題点の十分な把握・評価
 ③ 基本的な考え方に照らし、今後何が必要か等課題の整理・分析
 ④ 住民にわかりやすく効果的な施策を図るため体系化の工夫
 ⑤ 具体的な目標設定とその実現のための方策の明確化

【障害福祉計画】
 障害者総合支援法第88条に基づき、国の基本的な指針に即して障害福祉サービス等の提供体制及
び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成する計画。
 ① 福祉サービス、相談支援等の確保に係る目標事項
 ② 各年度の福祉サービス、相談支援等の必要な量の見込量
 ③ 地域生活支援事業の種類ごとの事項
 ④ 福祉サービス、相談支援の種類ごとの確保方策（努力事項）
 ⑤ 福祉サービス、相談支援等の関係機関との連携事項（努力事項）

【障害児福祉計画】
 児童福祉法第33条の20に基づき、国の基本的な指針に即して障害児通所支援及び障害児相談支援
の提供体制の確保等の円滑な実施に関する計画。
 ① 通所支援、相談支援の確保に係る目標事項
 ② 各年度の通所支援、相談支援の必要な見込量
 ③ 通所支援、相談支援の種類ごと確保方策（努力義務）
 ④ 通所支援、相談支援の関係機関との連携事項（努力義務） 3



社会保障審議会による国の動向
障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針構成案
【令和２年１月１７日（月）厚生労働省社会保障審議会障害者部会より抜粋】
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参考：社会保障審議会資料①
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参考：社会保障審議会資料②
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参考：社会保障審議会資料③
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参考：社会保障審議会資料④
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参考：社会保障審議会資料⑤
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参考：社会保障審議会資料⑥
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